
別添５

平成１５年度までのオンライン化実施が特に困難な個別手続

１国の行政機関が扱う手続

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

医師国家試験及び医師国
家試験予備試験

医師法第１０条 8,992 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の医学校等を卒業し
た者等の受験資格の認定

医師法第１１条 30 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

診療放射線技師の試験
診療放射線技師法第
１８条

2,480 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成所等を卒業し
た者等の受験資格の認定

診療放射線技師法第
２０条第２号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

臨床検査技師の国家試験
臨床検査技師、衛生
検査技師等に関する
法律第１２条

4,865 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成所等を卒業し
た者等の受験資格の認定

臨床検査技師、衛生
検査技師等に関する
法律第１５条第３号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

理学療法士及び作業療法
士の国家試験

理学療法士及び作業
療法士第１０条

5,508 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成施設等を卒業
した者等の受験資格の認
定

理学療法士及び作業
療法士第１１条第３
号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成施設等を卒業
した者等の受験資格の認
定

理学療法士及び作業
療法士第１２条第３
号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

視能訓練士の試験
視能訓練士法第１１
条

340 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成所等を卒業し
た者等の受験資格の認定

視能訓練士法第１４
条第３号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

歯科医師国家試験及び歯
科医師国家試験予備試験

歯科医師法第１０条 3,017 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の歯科医学校を卒業
した者等の受験資格の認
定

歯科医師法第１１条
第３号

3 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の歯科衛生士学校等
を卒業した者等の受験資
格の認定

歯科衛生士法第１２
条第３号

1 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の歯科技工士学校等
を卒業した者等の受験資
格の認定

歯科技工士法第１４
条第４号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

（１）保健婦（２）助産
婦（３）看護婦の国家試
験

保健婦助産婦看護婦
法第１８条

54,717 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の保健婦学校等を卒
業した者等の受験資格の
認定

保健婦助産婦看護婦
法第１９条第３号

1 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の助産婦学校等を卒
業した者等の受験資格の
認定

保健婦助産婦看護婦
法第２０条第３号

1 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

外国の看護婦学校等を卒
業した者等の受験資格の
認定

保健婦助産婦看護婦
法第２１条第４号

8 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

外国の養成所卒業者等の
受験資格の認定

義肢装具士法第１４
条第４号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

義肢装具士免許証の返納
義肢装具士法施行規
則第８条

免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

外国の養成所卒業者等の
受験資格の認定

臨床工学士法第１４
条第５号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

臨床工学技士免許証の返
納

臨床工学士法施行規
則第８条

免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

外国の救急救命士養成所
卒業者等の受験資格の認

救急救命士法第３４
条第５号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

中央ナースセンターの指
定

看護婦等の人材確保
の促進に関する法律
第２０条

手続きが発生しない。

外国の言語聴覚士養成所
卒業者等の受験資格の認
定

言語聴覚士法第３３
条第６号

0 システム検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

建築物環境衛生管理技術
者免状の書き換え

建築物における衛生
的環境の確保に関す
る法律第７条第５項

10 システム検討
法令の規定に基づき、申請時に現物の提出を求
める。

薬剤師の国家試験
薬剤師法施行規則第
１０条

12,000 システム検討
不正受験防止のため、手続の際の写真と本人と
の照合には、身分証明書等により行う必要があ
るため

食品等の製品検査の申請

食品衛生法第１４条
第１項、同法施行令
第１条の２第２項、
同法施行規則第１０
条

－ オンライン化困難 検体提出のため

検査命令に係る製品検査
の申請（輸入食品等の検
査命令）

食品衛生法第１５条
第２項、同法施行令
第１条の４第２項、
同法施行規則第１４
条の２

－ オンライン化困難 検体提出のため

検査命令に係る製品検査
の申請（厚生労働大臣が
行う食品衛生法違反のお
それがあると認められる
食品等の検査命令）

食品衛生法第１５条
第３項、同法施行令
第１条の６第２項、
同法施行規則第１４
条の３

－ オンライン化困難 検体提出のため

外国における特別用途表
示の承認申請

栄養改善法第１５条
第１項、第２項、同
法施行規則第８条

－ オンライン化困難
法令上の規定に基づき、申請時に現物（検体）
の提出を求める。

印紙保険料納付計器指定
申請書

労働保険の保険料の
徴収等に関する法律
施行規則第４５条第
１項、第２項

9 システム検討・調査
指定等を受けようとする機器本体の提示が必要
となるため

始動票札受領通帳交付申
請書

労働保険の保険料の
徴収等に関する法律
施行規則第５０条第
１項、第２項

9 システム検討・調査
指定等を受けようとする機器本体の提示が必要
となるため
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　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

特定求職者雇用開発助成
金支給申請

雇用保険法第６２条
第１項第２号・第４
号、雇用保険法施行
規則第１０９条、雇
用対策法第１３条第
６号、雇用対策法施
行規則第６条の２、
炭鉱離職者に係る職
業転換給付金の支給
基準に関する省令第
５条

260,000 実施困難

適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事
情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出
勤簿等（原本）との照合を行う必要があるた
め。

雇用調整助成金支給申請

雇用保険法第６２条
第１項第１号、雇用
保険法施行規則第１
０２条の２及び第１
０２条の３

43,663 実施困難

適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事
情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出
勤簿等（原本）との照合を行う必要があるた
め。

地域雇用開発助成金支給
申請

雇用保険法第６２条
第１項第３号、雇用
保険法施行規則第１
１２条

1,732 実施困難

適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事
情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出
勤簿等（原本）との照合を行う必要があるた
め。

通年雇用安定給付金支給
申請

雇用保険法第６２条
１項第３号、雇用保
険法施行規則第１１
４条

15,139 実施困難

適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事
情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出
勤簿等（原本）との照合を行う必要があるた
め。

沖縄若年者雇用開発助成
金支給申請

雇用保険法第６２条
第１項第３号、雇用
保険法施行規則第１
１４条の３

16 実施困難

適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事
情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出
勤簿等（原本）との照合を行う必要があるた
め。

看護婦等雇用管理研修助
成金支給申請の提出

雇用保険法第６４条
第１項第４号、雇用
保険法施行規則第１
４０条第１項第１２
号

300 実施困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険法第７条、
同法施行規則第７条

3,560,000 実施困難

給付制限や特定受給資格者の適否を適正に判断
するため、離職理由について事業主から詳細に
聴取する必要があるとともに、原則、即日、離
職証明書に基づき離職票を交付する必要がある

未支給の失業等給付の申
請(求職者給付）

雇用保険法第１０条
の２、同法施行規則
第１７条の２、第４
７条、第６５条、第
６９条、第７７条

0 実施困難

失業認定申請書の提出について、請求人の公共
職業安定所への出頭を義務づけており、また、
失業の認定には、失業認定期間中の失業の状
態、就労を正確かつ詳細に確認をする必要があ
るため。
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　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

失業の認定手続（基本手
当、高年齢求職者給付
金、特例一時金の申請
（失業認定申告書の提
出）、日雇労働求職者給
付金の申請を含む。）

雇用保険法第１５
条、第３７条の４第
４項、第４０条第３
項、第４７条第２
項、同法施行規則第
１９条第１項、第２
０条第２項、第２２
条第１項、第２５
条、第６５条の５、
第６９条、第７５条

17,859,000 実施困難

失業認定申請書の提出について、本人の公共職
業安定所への出頭を義務づけており、また、失
業の認定には失業認定期間中の失業の状態、就
労状況等について本人から正確かつ詳細に確認
をする必要があるため。

日雇労働被保険者資格取
得届

雇用保険法第４３条
第１項、同法施行規
則第７２条第１項

8,000 実施困難
適正給付の観点から、本人確認を十分に行った
上で、届出の内容と関係書類（住民票又は住民
票記載事項証明書等）との照合を行う必要があ

日雇労働被保険者任意加
入の申請

雇用保険法第６条第
１号の３、同法施行
規則第７１条第１項

0 実施困難
適正給付の観点から、本人確認を十分に行った
上で、届出の内容と関係書類（住民票又は住民
票記載事項証明書等）との照合を行う必要があ

雇用保険被保険者資格継
続の認可申請

雇用保険法第４３条
第２項、同法施行規
則第７４条第１項

240 実施困難
適正給付の観点から、本人確認を十分に行った
上で、届出の内容と関係書類（住民票又は住民
票記載事項証明書等）との照合を行う必要があ

労働争議の発生等の届出
職業安定法施行規則
第１６条第２項

集計してい
ない

実施困難

争議行為の発生等の報告等は、労使双方の円滑
な争議の解決のため、正確かつ詳細な情報を入
手し、的確な対応を対面処理により行う必要か
ら、定型の内容の提出だけでは業務に支障をき

新規学卒者について募集
を中止する場合等の通知
（１）新規学卒者の募集
の中止又は募集人員の減
員（２）新規学卒者の内
定の取消し又は撤回
（３）新規学卒者の内定

職業安定法施行規則
第３５条第２項

211 実施困難

当該通知は個々の事業所の新卒者採用に係る変
更等にいついて、正確かつ詳細な情報を入手
し、新規学卒者の就職活動に影響が生じないよ
う的確な対応を行う必要があることから、定型
の内容の提出だけでは業務に支障を来すため。

船員災害防止協会の設立
の認可

船員災害防止活動の
促進に関する法律第
３７条

－ 手続が発生しない。

成立の届出
船員災害防止活動の
促進に関する法律第
３８条第２項

－ 手続が発生しない。

手 続 数 合 計 50 － － － － －

２指定法人等が扱う手続

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申

請件数
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

検査命令に係る製品検査
の申請（都道府県知事が
行う食品衛生法違反のお
それがあると認められる
食品等の検査命令）

食品衛生法第１５条
第１項、同法施行令
第１条の３第３項、
同法施行規則第１４
条

－ オンライン化困難 検体提出のため
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　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

社会保険労務士試験
社会保険労務士法第
１０条、同法施行規
則第６条

50,000 オンライン化の要請 システム検討・調査
オンライン化に馴染みにくい写真の貼付を義務
づけており、写真照合に膨大な業務が必要なた
め慎重に検討（１７年度）

社会保険労務士試験の試
験科目の一部免除

社会保険労務士法第
１１条、同法施行規
則第５条

200 オンライン化の要請 システム検討・調査
上記申請と同時に提出するので、電子申請化を
同時期に検討する（１７年度）

建設教育訓練助成金の支
給申請の提出

建設労働者の雇用の改
善等に関する法律第９
条第１項第１号、雇用
保険法第６３条、雇
用・能力開発機構法第
１９条第１項第４号、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第２３条

40,000 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

雇用管理研修等助成金の
支給申請の提出

建設労働者の雇用の改
善等に関する法律第９
条第１項第２号、雇用
保険法第６３条、雇
用・能力開発機構法第
１９条第１項第４号、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第３０条

5,000 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

福利厚生助成金の支給申
請の提出

建設労働者の雇用の改
善等に関する法律第９
条第１項第３号、雇用
保険法第６４条、雇
用・能力開発機構法第
１９条第１項第４号、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第３４条

4,000 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

雇用改善推進事業助成金
の支給申請の提出

建設労働者の雇用の改
善等に関する法律第９
条第１項第１号、雇用
保険法第６３条、雇
用・能力開発機構法第
１９条第１項第４号、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第３８条

2,000 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

中小企業人材確保推進事
業助成金の支給申請の提
出

中小企業における労働
力の確保のための雇用
管理の改善の促進に関
する法律第７条第１項
第１号、雇用保険法第
６４条、雇用・能力開
発機構法第１９条第１
項第６号及び第２項、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第１０７
条

450 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

中小企業雇用環境整備奨
励金の支給申請の提出

中小企業における労働
力の確保のための雇用
管理の改善の促進に関
する法律第７条第１項
第２号、雇用保険法第
６２条、雇用・能力開
発機構法第１９条第１
項第６号及び第２項、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第１１４
条

350 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

中小企業高度人材確保助
成金の支給申請の提出

中小企業における労働
力の確保のための雇用
管理の改善の促進に関
する法律第７条第１項
第２号、雇用保険法第
６２条、雇用・能力開
発機構法第１９条第１
項第６号及び第２項、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第１１９
条

500 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

中小企業雇用創出人材確
保助成金の支給申請の提
出

中小企業における労働
力の確保のための雇用
管理の改善の促進に関
する法律第７条第１項
第４号、雇用保険法第
６２条、雇用・能力開
発機構法第１９条第１
項第６号及び第２項、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第１２８
条

50,000 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

中小企業雇用創出雇用管
理助成金の支給申請の提
出

中小企業における労働
力の確保のための雇用
管理の改善の促進に関
する法律第７条第１項
第４号、雇用保険法第
６２条、雇用・能力開
発機構法第１９条第１
項第６号及び第２項、
雇用・能力開発機構一
般業務方法書第１３３
条

2,800 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

新労働移動支援助成金
（仮称）

雇用保険法第６２条、
等

－ オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

派遣労働者雇用管理研修
助成金の支給申請

雇用保険法第６４条第
１項第４号、雇用保険
法施行規則第１４０条
第１５号

181 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

介護福祉助成金の支給申
請

雇用保険法第６４条、
雇用保険法施行規則第
１４０条第１４号

7,020 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

介護雇用創出助成金申請
計画の認定申請

雇用保険法第６２条第
６３条第６４条、雇用
保険法施行規則第１１
７条第１１８条第１１
８条の２第１２５条の
２

3,300 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

介護雇用創出助成金の支
給申請

雇用保険法第６２条第
６３条第６４条、雇用
保険法施行規則第１１
７条第１１８条第１１
８条の２第１２５条の
２

3,300 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や関
係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行う
ことが必要であるため。

人材高度化能力開発給付
金受給資格認定申請、支
給申請

雇用保険法第６３条
第１項第１、４、
５、７号、雇用保険
法施行規則第１２５
条の３

3,500 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

中小企業雇用創出等能力
開発給付金

中小企業における労
働力の確保及び良好
な雇用の機会の創出
のための雇用管理の
改善の促進に関する
法律第７条第１項第
３号及び第５号

900 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

地域人材高度化能力開発
給付金

地域雇用開発等促進
法第２１条の５第１
項第２号

1,400 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

長期教育訓練休暇制度導
入奨励金

雇用保険法第６３条
第１項第７号、雇用
保険法施行規則第１
３８条第４号、第１
３９条の４

20 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

中小企業発展基盤人材育
成助成金

職業能力開発促進法
第１５条の３、第９
９条の２、雇用・能
力開発機構法第１９
条第１項第７号

20 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

情報関連人材育成事業推
進助成金

新事業創出促進法第
２３条、雇用保険法
第６３条第１項第１
号、雇用保険法施行
規則第１２１条第１
号、第１２２条の４

35 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

情報関連人材育成事業派
遣奨励金

新事業創出促進法第
２３条、雇用保険法
第６３条第１項第１
号、雇用保険法施行
規則第１２１条第１
号、第１２２条の４

350 オンライン化困難

助成金の適正支給を図るという観点から、事業
主に対する事情聴取による申請内容の確認や、
関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行
うことが必要であるため。

社会福祉士の受験手続き
社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
６条

22,000 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

社会福祉士の登録申請
社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
１０条

4,080 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

社会福祉士登録事項の変
更

社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
１２条

210 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

社会福祉士登録証再交付
の申請

社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
１３条

40 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

介護福祉士の受験手続き
社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
２４条

60,000 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

介護福祉士の登録申請

社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
２６条（同施行規則
第１０条準用）

31,100 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

介護福祉士登録事項の変
更

社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
２６条（同施行規則
第１２条準用）

1,520 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

介護福祉士登録証再交付
の申請

社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
２６条（同施行規則
第１３条準用）

270 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

精神保健福祉士の受験手
続き

精神保健福祉士法第
施行規則第７条

3,700 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

精神保健福祉士の登録申
請

精神保健福祉士法施
行規則第１１条

4,170 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

精神保健福祉士の登録事
項の変更

精神保健福祉士法施
行規則第１３条

20 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

精神保健福祉士登録証変
更申請

精神保健福祉士法施
行規則第１４条

0 オンライン化困難

本手続は指定法人に委託して実施しているが、
事務に要する費用については手数料収入で賄っ
ており、システム導入の財源が担保されない限
りオンライン化は困難

手 続 数 合 計 36 － － － － －

３地方公共団体が扱う手続(地方自治法第２条第９項第１号法定受託事務）

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申

請件数
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

(死体解剖資格)認定証明
書の返納

死体解剖保存法施行
令第３条

－
認定証明書を返納するだけで、電子化する書類
はない。

医師免許証の返納 医師法施行令第７条 － 免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
診療放射線技師免許証の
返納

診療放射線技師法施
行令第１８条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

臨床検査技師、衛生検査
技師の免許証の返納

臨床検査技師、衛生
検査技師等に関する
法律施行令第８条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

理学療法士、作業療法士
の免許証の返納

理学療法士及び作業
療法士法施行令第７
条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

視能訓練士免許証の返納 視能訓練士法第７条 － 免許証を返納するだけで、電子化する書類はな

歯科医師免許証の返納
歯科医師法施行令第
７条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

歯科技工士の試験
歯科技工士法第１２
条

2,500 実施方針検討
不正受験防止のため、写真と本人との照合に
は、身分証明書等により行う必要がある。

歯科技工士免許証の返納
歯科技工士法施行令
第７条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

保健婦、助産婦、看護婦
の免許の返納

保健婦、助産婦看護
婦施行令第８条

－
免許証を返納するだけで、電子化する書類はな
い。

覚せい剤製造業者の旧指
定証の返納

覚せい剤取締法第１
１条第２項

－
旧指定証を返納するだけで電子化する書類はな
い

特別用途表示の許可申請
栄養改善法第１２条
第１項、第２項、同
法施行規則第８条

－ オンライン化困難
法令上の規定に基づき、申請時に現物（検体）
の提出を求める。

特別用途表示のなされた
食品の輸入の許可

栄養改善法第１６
条、第１２条第１
項、第２項、同法施
行規則第８条

－ オンライン化困難
法令上の規定に基づき、申請時に現物（検体）
の提出を求める。

障害認定の申請
老人保健法施行規則
第１条

10,000 オンライン化困難
国民年金証書等及び組合員証等の提示が必要で
あるため

７０歳到達の届出
老人保健法施行規則第
２条

600,000 オンライン化困難 組合員証等の提示が必要であるため

医療保険加入の届出
老人保健法施行規則
第３条

－ オンライン化困難 組合員証等の提示が必要であるため

転入の届出
老人保健法施行規則
第４条

－ オンライン化困難 組合員証等の提示が必要であるため

氏名変更の届出
老人保健法施行規則
第６条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の修正を行う必要があるため
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別添５

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 備考

居住地変更の届出
老人保健法施行規則
第７条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の修正を行う必要があるため

保険関係変更の届出
老人保健法施行規則第
８条

－ オンライン化困難 組合員証等の提示が必要であるため

病院等に入院又は入所中
の者に関する届出

老人保健法施行規則
第８条の２

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の修正・消除を行う必要があるため

加入者不該当の届出
老人保健法施行規則
第９条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の消除を行う必要があるため

転出の届出
老人保健法施行規則
第１０条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の消除を行う必要があるため

障害状態不該当の届出
老人保健法施行規則
第１１条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の消除を行う必要があるため

死亡の届出
老人保健法施行規則
第１２条

－ オンライン化困難
健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の
記載の消除を行う必要があるため

特定疾病に係る市町村長
の認定

老人保健法施行規則
第１８条の２

58,000 オンライン化困難
医師の診断書の提出、健康手帳及び被保険者証
等の提示が必要であるため

入院時一部負担金の限度
額適用に係る市町村長の

老人保健法施行規則
第１８条の４

180,000 オンライン化困難
健康手帳及び被保険者証等の提示が必要である
ため

標準負担額減額に関する
特例

老人保健法施行規則
第２１条の２の４

40,000 オンライン化困難
支払った費用の証明の提出、限度額適用・標準
負担額減額認定証、健康手帳及び被保険者証等
の提示が必要であるため

医療費の支給申請
老人保健法施行規則
第２２条第１項

500,000 オンライン化困難
支払った費用の証明の提出、健康手帳及び被保
険者証の提示が必要であるため

減額認定がなされていた
場合における医療費の支
給申請

老人保健法施行規則
第２２条第３項

－ オンライン化困難
支払った費用の証明の提出、特定疾病受領証又
は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が
必要であるため

移送費の支給申請
老人保健法施行規則
第２３条の１３

804 オンライン化困難
医師又は歯科医師の意見書、移送に要した費用
の証明の提出が必要であり、健康手帳及び被保
険者証の提示が必要であるため

高額医療費の支給申請
老人保健法施行規則
第２３条の１７

－ オンライン化困難
健康手帳及び被保険者証の提示が必要であるた
め

医療費の支給申請の特例
老人保健法施行規則
附則第７号

－ オンライン化困難
支払った費用の証明の提出、健康手帳及び被保
険者証の提示が必要であるため

手 続 数 合 計 33 － － － － －
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